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本資材にてご紹介する、点数・算定要件・留意事項・施設基準等は、関係法令等の内容を抜粋して
作成しています。
詳細は、原文をご確認いただくようお願いいたします。

資料のコピー（印刷、写真、複写 等による複製）や流用（引用、転載、
転売等）を固く禁じます。
自己学習以外の用途で使用しないでください。

転載・複製・二次利用禁止

資料の取り扱いに関するご注意
1.本資料に記載された情報は、令和8年度診療報酬改定を説明するものです。
情報を使用する場合には、各団体または個人の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害に関し、弊社は
一切その責任を負いません。

2.本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。
万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いません。

3.本資料の二次利用（複製、転載等）はしないでください。二次利用より生じた損害に関し、弊社は一切その責任を負いません。
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④ その他
リフィル処方箋関連
選定療養（薬剤師及び薬局に関係があるもの）
栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化
調剤報酬項目の併算定の可否一覧
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

処方箋様式の変更（リフィル処方関連）

記載内容の変更（赤字下線部分が変更点）
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示
がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供
※改定前の記載：□保険医療機関へ情報提供

記載追加
※リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に発行し、
最大3回まで反復利用できる処方箋

残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し
長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令（令和8年3月5日厚生労働省令第21号）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html より作成
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令（令和6年3月5日厚生労働省令第35号）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html より作成
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定の概要【全体概要版】（令和8年3月5日版）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html（令和8年3月5日閲覧） より作成

【参考】長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
医科

R8追加
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。

令和8年3月5日厚生労働省告示第69号、令和8年3月5日保医発0305第6号
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html より作成
令和6年3月5日厚生労働省告示第57号、令和6年3月5日保医発0305第4号
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html より作成

令和8年度診療報酬改定

【参考】リフィル処方による調剤

通則（リフィル関連抜粋）
主な留意事項（改定後）

4 保険薬局において、「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場
合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行う
こと。
リフィル処方箋による調剤を行う場合は、
1回目の調剤：使用期間に記載されている日まで
2回目以降の調剤：原則として、前回の調剤日を起点とし、

当該調剤に係る投薬期間を経過する
日を次回調剤予定日（実際に投薬が
終了する日）とし、その前後7日以内

5 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該保
険薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に
薬剤師法第26条に規定する事項及び次回調剤予定日等の
必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方
箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリ
フィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当
該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調
剤済処方箋として保管すること。

調剤基本料（リフィル関連一部抜粋）
主な留意事項（改定後）

保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生
省令第15号）において、投与量に限度が定められている医薬
品及び貼付剤（この場合において、「貼付剤」とは、鎮痛・消
炎に係る効能及び効果を有するものであって、麻薬若しくは向
精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたもの
をいう。）については、リフィル処方箋による調剤を行うことはで
きない。
患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤
を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診
勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィ
ル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬
状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行う。
患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局
の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しな
い場合は、電話等により患者の状況を確認すること。患者と連
絡がつかない、患者が来局しない等の場合は、必要に応じ処方
医へ情報提供を行うこと。
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【参考】リフィル処方箋が発行された時の流れ（イメージ）

薬局での対応
・患者さんについて確認（リフィル処方箋により調剤を実施することの可否も判断）
・調剤後、調剤日と次回調剤予定日及び、保険薬局名、保険薬剤師名を記載
・患者さんに次回の調剤に関する確認
・処方箋の写しを保管（処方箋は患者さんへ返却）
・必要に応じて処方医へ情報提供

1回目
2回目

・患者さんについて確認（リフィル処方箋により調剤を実施することの可否も判断）
・調剤後、調剤日を記載し、調剤済の処方箋を保管
・必要に応じて処方医へ情報提供

3回目

医
療
機
関

薬
局

患
者
さ
ん

処方日

1回目来局
（処方箋交付から4日以内）

2回目来局
（2回目予定日から前後7日以内）

3回目来局
（3回目予定日から前後7日以内）

28日分 28日分 28日分

薬剤師による服薬管理の下、
一定期間内に処方箋の反復利用が
可能であると判断し、リフィル処方箋を
交付。

令和8年3月5日保医発0305第6号
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html より作成
保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015/20260401_508M60000100008（2026年3月10日閲覧） より作成

リフィル処方箋による処方例
• リフィル回数：3回
• 1回当たり投薬期間：28日
•総投薬期間：84日
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】（令和8年3月5日版）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html（令和8年3月5日閲覧） より作成

選定療養（薬剤師及び薬局に関係があるもの）
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定
【参考】長期収載品の選定療養に関する患者さん向け資料

（令和8年6月からの窓口負担を説明できるもの）

後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html（2026年4月3日閲覧） より作成
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】（令和8年3月5日版）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html（令和8年3月5日閲覧） より作成

栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化

医科
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について（令和8年4月2日保険局医療課事務連絡）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html より作成

服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否①
服薬管理指導
料4ロ／4ハ

服薬管理指導
料4イ／4ニ

服薬管理指導
料3

服薬管理指導
料1ロ／2ロ

服薬管理指導
料1イ／2イ算定回数項目

○○○○○処方箋受付ごと調剤時残薬調整加算調剤管理料
等の加算 ○○○○○処方箋受付ごと薬学的有害事象等防止加算

×○○○○処方箋受付ごと特定薬剤管理指導加算1・
服
薬
管
理
指
導
料
の
加
算

・
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
の
加
算

×○○○○月1回まで特定薬剤管理指導加算2
×○○○○処方箋受付ごと特定薬剤管理指導加算3
××○○○6月に1回まで吸入薬指導加算
××××※3○3月に1回までかかりつけ薬剤師フォローアップ加算
××××※3○6月に1回までかかりつけ薬剤師訪問加算
○○○○○処方箋受付ごと麻薬管理指導加算
○○○○○処方箋受付ごと乳幼児服薬指導加算
○○○○○処方箋受付ごと小児特定加算
×××××1回ごと在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
×××××1回ごと在宅中心静脈栄養法加算
×○○○○月1回まで外来服薬支援料1
○○○○○処方箋受付ごと外来服薬支援料2
○○○○○月1回まで服用薬剤調整支援料1
○○××※3○6月に1回まで服用薬剤調整支援料2※1
○○○○○月1回まで調剤後薬剤管理指導料1
○○○○○月1回まで調剤後薬剤管理指導料2
○○○○○月1回まで服薬情報等提供料1
○○○○○月1回まで服薬情報等提供料2
○○○○○3月に1回まで服薬情報等提供料3
○○○○○1回まで経管投薬支援料
×××××1回ごと複数名薬剤管理指導訪問料※2

※1：かかりつけ薬剤師のみ算定可能
※2：単一建物診療患者1名のみ算定可能
※3：かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を実施し、その後の服薬管理指導を当該保険薬局の他の保険薬剤師が実施した場合については、併算定可能
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関係法令等の詳細は、引用より原文をご確認下さい。令和8年度診療報酬改定

令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について（令和8年4月2日保険局医療課事務連絡）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html より作成

服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否②
訪問薬剤管理
医師同時
指導料

在宅患者
緊急時等共同
指導料

在宅患者緊急
訪問薬剤管理
指導料

在宅患者訪問
薬剤管理
指導料2／3

在宅患者訪問
薬剤管理
指導料1

算定回数項目

○○○○○処方箋受付ごと調剤時残薬調整加算調剤管
理料等
の加算 ○○○○○処方箋受付ごと薬学的有害事象等防止加算

×××××処方箋受付ごと特定薬剤管理指導加算1・
服
薬
管
理
指
導
料
の
加
算

・
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料

の
加
算

×××××月1回まで特定薬剤管理指導加算2
×××××処方箋受付ごと特定薬剤管理指導加算3
×××××6月に1回まで吸入薬指導加算
×××××3月に1回までかかりつけ薬剤師フォローアップ加算
×××××6月に1回までかかりつけ薬剤師訪問加算
×○○○○処方箋受付ごと麻薬管理指導加算
×○○○○処方箋受付ごと乳幼児服薬指導加算
×○○○○処方箋受付ごと小児特定加算
×○○○○1回ごと在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
×○○○○1回ごと在宅中心静脈栄養法加算
×××××月1回まで外来服薬支援料1
×○○○○処方箋受付ごと外来服薬支援料2
×○○○○月1回まで服用薬剤調整支援料1
×○○○○6月に1回まで服用薬剤調整支援料2※1
×○○○○月1回まで調剤後薬剤管理指導料1
×○○○○月1回まで調剤後薬剤管理指導料2
×××××月1回まで服薬情報等提供料1
×××××月1回まで服薬情報等提供料2
×××××3月に1回まで服薬情報等提供料3
×○○○○1回まで経管投薬支援料
××○×○1回ごと複数名薬剤管理指導訪問料※2

※1：かかりつけ薬剤師のみ算定可能
※2：単一建物診療患者1名のみ算定可能


